
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 鉱山で働く皆様、毎日のお仕事ご苦労様です。 

さて、沖縄鉱山保安対策委員会では、１月１日〜３１日までの間を「火災予防月間」として定
め、保安運動を展開します。 

気温が下がり空気が乾燥してくるこの季節は、全国的にも火災が多く発生している時期と
なります。火災の発生は、可燃物があれば場所を選ばず広範囲となり、多数の死傷者や施設
の損害がでる重大な災害となることがあります。鉱山においても、鉱山施設や重機等の燃料と
して可燃性物質を保有していますので適切な管理ができているか今一度確認を行うようにし
てください。また、消火器についても有効期限の確認のみならず、効果的に消火するための適
切な配置となっているか否かも含め、改めて確認をするようにしてください。 

皆様には、十分にこの保安運動の主旨を理解されるとともに、下記の事項を目安に点検・
見直しを行うことで安全で災害のない良い職場を築きましょう。 

 
★ 火気禁止区域を設定していますか？ 
★ 「火気禁止」等の警標掲示をしていますか？ 
★ 可燃性物質をしっかり管理していますか？ 
★ 消火器等を適切な場所に配置していますか？ 
★ 消火器は有効期限を過ぎていませんか？ 
★ コンセントとプラグの間にホコリが溜まっていませんか？ 
★ コンセントがタコ足配線になっていませんか？ 
★ 天然ガス鉱山の坑井の坑口周囲にガス漏洩検知警報装置を設けていますか？ 
★ 火災発生の際の待避に必要な間隔が確保されていますか？ 
★ 消火訓練、火災退避訓練を実施していますか？ 
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保安運動「火災予防月間」実施要領 
 
 

                                                           
平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 

                                                         沖 縄 鉱 山 保 安 対 策 委 員 会 
 
１．期    間  

平 成 ３１年１月 １日 （火 ）〜３１日 （木 ）までの１ヶ月 間  
 
２．保 安 運 動 の趣 旨  

本 運 動 は、鉱 山 の保 安 意 識 の高 揚 を図 るため、沖 縄 鉱 山 保 安 対 策 委 員 会 を推 進 母 体と
し、重 点 目 標 及 び期 間 を定 め実 施している。特 に本 月 間 では、冬 期 の乾 燥 期 を迎 えるにあた
り、可 燃 物 の管 理、消 火 設 備 の確 認 を実 施 することにより、火 災 防 止 に資 することを目 的 とす
る。 

 
３．各 鉱 山 の実 施 事 項  

(1)  保 安 委 員 会 （保 安 会 議 ・グループ会 議 ）等 の開 催  
鉱 業 権 者 、保 安 統 括 者 （保 安 管 理 者 ）が中 心となって保 安 委 員 会 等 を開 催 し、保 安 運

動 の意 義、趣 旨 について鉱 山 労 働 者 全 員 にその周 知 徹 底 を図 るとともに、火 気 の取り扱
いについて見 直 しを行 い、災 害の未 然 防 止 のための認 識 を深 める。 

 
(2) 火 災 の予 防  

鉱 業 権 者 、保 安 統 括 者 （保 安 管 理 者 ）、作 業 監 督 者 及 び鉱 山 労 働 者 等 による調 査・
確 認 体 制 により、次 の事 項 について一 斉 点 検 を実 施 し、その結 果 を評 価 するとともに改
善 を必 要 とする事 項 については早 急 に措 置 する。 

また、必 要 に応じ、保 安 規 程 の関 係 箇 所 の実 施 状 況 についても確 認 することとする。 
 

① 火 気 禁 止 区 域 の設 定 状 況 の確 認  
② 「火 気 禁 止 」等の警 標 掲 示 の確 認  
③ 可 燃 性 物 質 の管 理 状 況 の確 認  
④ 消 火 器 等 の配 置 状 況 の確 認  
⑤ 消 火 器 等 の有 効 期 限 等 の確 認  
⑥ コンセントとプラグの間にホコリが溜まっていないかの確認 
⑦ コンセントがタコ足配線になっていないかの確認 
⑧ 天然ガス鉱山坑井の坑口の周囲にガス漏洩検知警報装置を設けているかの確認 
⑨ 火 災 発 生 の際の待 避 に必 要 な間 隔 が確 保 されているか確 認  
⑩ 消 火 訓 練 、火 災 退 避 訓 練 の実 施 状 況 の確 認  

 
４．各 地 区 鉱 山 保 安 対 策 委 員 会 の実 施 事 項  

各 地 区 の委 員 長 が中 心 となり、保 安 運 動 推 進 班 を編 成し、地 区 内 鉱 山 を巡 視して相 互 に
啓 発 し合 うほか、ビデオ上 映 会 、講 習 会 等 の可 能 な手 段 により、効 果 的 に運 動 を推 進 する。 

 
５．那 覇 産 業 保 安 監 督 事 務 所 の実 施 事 項  

(1) 所 長 メッセージ及 び推 進 票 を鉱 山 に配 布 する。 
(2) 必 要 に応じて監 督 官 を派 遣 し、各 地 区 保 安 対 策 委 員 会 をの支 援 をする。 
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保安運動「火災予防月間」推進票 
 
 

平成３１年１月   日 
 

(鉱山名)        鉱山                                                              
  

                               点検者氏名                 
 
 
 
       ［  点 検 項 目 ］                        チェック   備  考 

Ⅰ．チェック項目 

  (1) 火災予防のための措置 

① 火気禁止区域の設定状況 〔  〕 規 15-1 
② 「火気禁止」等の警標掲示状況 〔  〕 規 15-1 
③ 可燃性物質の管理状況 〔  〕 規 15-1 
④ 消火器等の配置状況 〔  〕 規 15-2 
⑤ 消火器等の有効期限等の確認 〔  〕  
⑥ コンセントとプラグの間のホコリが溜まっていないか 〔  〕  
⑦ コンセントがタコ足配線になっていないか 〔  〕  

⑧ 
天然ガス鉱山の坑井の周囲にガス漏洩検知警報装置を設
けているか 

〔  〕 規 15-1 

 

  (2) 火災による被害拡大防止のための措置 
① 建築物との間に待避に必要な間隔が確保されているか 〔  〕 規 15-２ 
② 消火訓練、火災退避訓練の実施状況 〔  〕  

 
 

Ⅱ．総合評価  （Ａ：良好、Ｂ：部分改善必要、Ｃ：全体の見直し必要） 

（１） 火災予防のための措置 〔 Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 〕 
（２） 火災による被害拡大防止のための措置 〔 Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 〕 

 
 

規：鉱山保安法施行規則 
 

２ 
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